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第1章総則

（目的）

第1条この規則は、内閣官房における文書の取扱いに関する統一基準その他基本的事項を

定め、事務の適正かつ能率的な遂行に資することを目的とする。

（適用の範囲）

第2条内閣官房における文書の取扱いに関しては、法律及びこれに基づく命令の規定によ

り特別の定めが設けられている場合を除き、この規則の定めるところによるものとする。

（定義）

第3条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

（1） 「文書」 とは、事務の運営に必要な一切の図画及び書類（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をい

う。 ）を含む。）をいう。

（2） 「親展文書」 とは、親展電報及び内容を受信者以外の者に秘するため封皮に「親展」

又はこれに類する用語の表示をした封書等（電子文書を含む。次号において同じ。 ）を

いう。

（3） 「個人宛の文書」 とは、内閣官房の職員個人宛の封書等で親展文書以外のものをいう。

（4） 「図書印刷物」 とは、定期又は不定期の刊行物をいう。

（5） 「普通文書」 とは、親展文書及び個人宛の文書以外の文書をいう。

（6） 「電子文書」 とは、文書のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。

（7） 「文書管理システム」 とは、内閣官房行政文書管理規則第2条(5)に規定するもの

（当該システムを導入できない特別の事情がある場合にあっては、別に内閣総務官の承

認を受けたシステム）をいう。

（8） 「旅費等内部管理業務共通システム」とは、旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業

務・システム最適化計画（平成21年7月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議

決定）に基づき整備された政府全体で利用可能な一元的なシステムをいう。

（9） 「電子署名」 とは、電子文書が名義人の作成に係るものであることを示し、かつ、

当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を

いう。

（10） 「部局」 とは、次に掲げるものをいう。

内閣総務官室

国家安全保障局

内閣官房副長官補

内閣広報室

内閣情報調査室

内閣サイバーセキュリティセンター



内閣人事局

（文書取扱主任及び文書受送主任）
第4条内閣官房の部局に文書取扱主任を置く。

2文書取扱主任は、当該部局の事務を掌理する者が指名する者をもって充てる。

3文書取扱主任は、当該部局における文書の受送、浄書等の事務をつかさどる。

4 内閣総務官室に文書受送主任を置く。

5文書受送主任は、内閣総務官が指名する者をもって充てる。

6文書受送主任は、送達される文書（電子文書を除く。 ）を接受し、 これを部局に配布す

る事務及び部局から他府省に公文書交換センターを利用して公文書を送達する事務をつか

さどる。

（文書取扱いの原則）

第5条．文書の取扱いに当たっては、その責任を明らかにし、迅速かつ的確に行わなければ

ならない。

2文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないよう

注意しなければならない。

（不公表とする報告書等の取扱い）

第6条報告書その他一定期間不公表の取扱いをする文書については、当該期間を表示する。

‘ （文書取扱いの監査）

第7条内閣総務官は、各部局における文書の取扱いについて報告を求め、又は必要と認め

るときは、監査することができる。

（帳簿）

第8条部局には、次の各号に掲げる帳簿を備える。

（1）文書受付簿（様式第1号）

（2）合議文書処理簿（様式第2号）

（3）文書使送簿（様式第3号）

（4）文書使送簿（様式第4号）

2部局には、第21条ただし書の規定に基づく登録を行うため、決裁文書処理簿（様式第5

号）を備えることができる。

3 内閣総務官室には、第1項各号に掲げる帳簿のほか、次の帳簿を備える。

(1)閣議件名簿（様式第6号）

（2）書留郵便物使送文書受付簿（様式第7号）

（3）開示請求受付簿（様式第8号）

（帳簿の記載）

第9条帳簿には、記載する必要がある事実が生じた都度記帳しなければならない。記載事

項を訂正する場合も、同様とする。

（秘密文書の取扱い）

第10条秘密文書（電子文書を含む。以下同じ。 ）の取扱いについては、別に定めるところ

によるほか、この規則の規定を適用する。

第2章文書の接受及び配布



（文書の接受及び配布）

第ll条文書の接受は、原則として、文書受送主任が行う。ただし、次の各号に掲げる場合

には、それぞれ当該各号に定める者が行う。

（1）省庁間電子文書交換システムの利用による場合文書取扱主任（親展文書又は秘密文

書の場合は名宛人）

（2）電子メールの利用による場合当該電子メールの受信者

（3）ファクシミリの利用による場合当該ファクシミリの受信者

（4）緊急に処理する必要がある文書を受領する場合当該文書の担当者

（5）前各号に掲げる場合に準ずる場合前各号に掲げる者に準ずる者

2文書受送主任（前項ただし書第2号から第5号までに掲げる場合には、それぞれ当該各

号に定める者をいう。第14条において同じ。 ）は、接受した文書を関係する部局の文書取

扱主任に配布する。ただし、前項ただし書第2号から第5号までに掲げる場合であって、

特段の事情がある場合には、この限りではない。

3 内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣総理大臣補佐官宛の普通文書に

あっては内閣総務官室文書取扱主任に、内閣危機管理監宛の普通文書にあっては内閣官房

組織令（昭和32年政令第219号）第10条第1項に規定する内閣官房副長官補が指名する文

書取扱主任に、内閣情報通信政策監宛の普通文書にあっては同令第10条第2項に規定する

内閣官房副長官補が指名する文書取扱主任に配布する。

4前2項の場合において、封書は開封しないで配布し、書留郵便物及び使送文書は書留郵

便物使送文書受付簿に所要の事項を記録し、当該文書の封皮等に受領印を押し、受領番号

を記入して配布する。

5 内閣官房の所掌に属しないものは、直ちに返送又は転送その他必要な措置をとるものと

する。

（電報の配布の特例）

第12条電報を受領したときは、前条第2項の規定にかかわらず、直ちに名宛人に配布する

ことができる。

（文書の受付及び配布）

第13条文書を接受し、又は配布された文書取扱主任は、次の各号により配布する。

（1）普通文書を受けたときは、これを開封して、文書受付簿又は文書管理システム上の

該当欄（以下「文書受付簿等の該当欄」 という。 ）に所要の事項を記録し、当該文書

の余白に受付印を押し、受付番号を記入した上、担当者に配布する。ただし、閣議請

議書等は、閣議件名簿に所要の事項を記録し、担当者に配布する。

（2）親展文書又は個人宛文書を受けたときは、これを開封しないで、次により配布する。

イ書留郵便物又は使送文書については、文書受付簿等の該当欄に所要の事項を記録し、

当該文書の封皮に受付印を押し、受付番号を記入した上、名宛人に配布する。

ロイに規定する文書以外の文書については、前号に規定する記録等を行うことなく名

宛人に配布する。

（3）前号により文書の配布を受けた者は、当該文書が普通文書として取り扱うべきものと

認められるときは、 これを文書取扱主任に回付する。この場合において、文書取扱主任



は、当該文書が前号イにより配布されたものであるときは、文書受付簿等の該当欄を加

筆訂正した上、担当者に配布し、前号ロにより配布されたものであるときは、第1号に

規定する手続をとる。

2 内閣総務官室文書取扱主任は、第11条第3項の規定により配布を受けた文書のうち内閣

総務官室以外の部局の所掌に属するものについては、これを文書受付簿等の該当欄に記録

し、当該文書の余白に受付印を押し、受付番号を記入した上、主管部局の文書取扱主任に

回付する。

（受領印及び受付印）

第14条文書受送主任又は文書取扱主任が使用する受領印又は受付印は、様式第9号に定め

るとおりとする。

（電子文書の接受及び配布の特例）

第15条文書取扱主任が省庁間電子文書交換システムにより電子文書を受信したときは、速

やかに名宛人に送信する。

2省庁間電子文書交換システムによる電子文書の受付は、省庁間電子文書交換システム上

の受信簿により行う。

（簡易な文書の配布の特例）

第16条図書印刷物等簡易な文書については、文書取扱主任は、第13条の手続を省略して配

布することができる。

（他部局又は他府省からの合議文書の取扱い）

第17条文書取扱主任は、他の部局又は他府省から合議文書を受けたときは、合議文書処理

簿に所要の事項を記録し、担当者に配布する。

2前項の合議文書の配布を受けた担当者は、速やかに決裁の手続を行い、決裁終了後、文

書取扱主任を経てこれを返付する。

（直接受けた文書の処理）

第18条第13条及び第15条から前条までの規定によらないで、文書を文書取扱主任以外の者

から受けた者は、速やかに、当該文書を文書取扱主任に回付する。

（誤送文書の処理）

第19条文書取扱主任は、当該部局の所掌に属しない文書を受けたときは、文書受付簿にそ

の旨を記録し、文書受送主任に回付する。

2文書受送主任は、前項の規定により回付を受けた文書の配布先等について必要に応じ関

係部局と連絡調整を行い、配布先等について再度検討の上、第11条に定める手続をとるも

のとする。

第3章文書の作成及び決裁

（決裁文書の作成）

第20条決裁文書（参考資料その他決裁に添付する文書を含む。以下同じ。 ）は、文書管理

システム（決裁文書の内容が旅行命令又は旅行依頼に関するものである場合にあっては、

旅費等内部管理業務共通システム。以下同じ。 ）上の起案様式を用い所要の事項を記入し

て、起案する。ただし、内閣総務官が別に定める事由に該当する場合には、所定の起案用

紙を用いて起案することができる。



2前項の規定にかかわらず、図書、刊行物の供覧等簡易な決裁文書は、文書管理システ

ム上の起案様式又は所定の起案用紙（以下「起案様式等」 という。 ）を用いないで決裁

を求めることができる。

3起案者は、必要があると認めるときは、決裁文書にその起案に係る事項についての説明

文又は起案者の意見を付記する。

4特に急を要する等特別の事由のある事案については、あらかじめ上司の指示を受けて電

話又は口頭その他適宜の方法により処理することができる。この場合、軽微な事案を除き、

その事案の処理が終わった後、速やかに事案の内容を摘録した決裁文書を起案して、決裁

を求める。

5特別の取扱いを必要とする決裁文書には、その起案様式等の該当欄等に「親展」 、 「至

急」 、 「書留」等所要の表示を記入する。

（決裁文書の登録）

第21条起案者は、起案した決裁文書を文書管理システム上に登録した後、決裁の手続をと

る。ただし、内閣総務官が別に定める事由に該当する場合には、決裁文書処理簿への登録

をもって文書管理システム上の登録に代えることができる。

（決裁文書の記号及び番号）

第22条決裁文書に付与する記号は、決裁文書記号表（別表第1）により、番号は暦年ごと

の一連番号による。ただし、旅費等内部管理業務共通システム上の起案様式を用いて起案

する決裁文書については、記号は付与せず、番号は年度ごとの一連番号による。

2 内閣官房副長官は、内閣官房副長官補の掌理する事務の適正かつ能率的な遂行のため必

要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、内閣官房副長官補に係る決裁文書記号を

別に定めることができる。

3各部局の事務を掌理する者は、事務の適正かつ能率的な遂行のため特に必要と認める場

合には、第一項の規定にかかわらず、内閣総務官の承認を得て、細区分した決裁文書記号

を別に定めることができる。

（収受文書の起案）

第23条決裁を要する文書の配布を受けた者は、速やかに、その処理案を起案しなければな

らない。

（決裁の方法）

第23条の2決裁は、第20条第1項ただし書又は同条第2項に該当する場合を除き、承認又

は決裁したことを文書管理システム上の該当欄に記入すること （以下「システム決裁」 と

いう。 ）により行うものとする。

2 内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房畠l1長官、副大臣、大臣政務官及び内閣総理大臣補佐

官（以下「総理大臣等」 という。 ）がシステム決裁を行う場合において、総理大臣等が、

当該案件について事前に説明を受けるなどして内容に問題がないと認めるときは、システ

ム決裁をその指名する職員に行わせることができる。

3前項の職員が、総理大臣等に代わってシステム決裁を行うときには、その旨を文書管理

システム上に明示するものとする。

（決裁の順序）



第24条決裁文書は、内閣官房の内部組織に従って、順次上司の決裁を受ける。

2 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の決裁を要する決裁文書は、部局の事

務を掌理する者の決裁を経たものについて、内閣総務官に合議する。

3決裁文書の内容が他部局に関係のあるものは、主管部局の事務を掌理する者等の決裁を

経た後、主管部局から関係の他部局に合議する。

4前項の合議は、第20条第1項ただし書に該当し、かつ、特に急を要するときは、同文の

合議文書を起案し、関係他部局に同時に決裁を求めることができる。

（専決処理）

第25条専決事項（別表第3）に掲げるそれぞれの事項に係る文書は、極めて重要なものを

除き、当該専決権者が専決処理することができる。

（代決）

第26条内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣情報通信政

策監又は部局の事務を掌理する者が出張又は休暇その他の事故により不在であるときは、

特に至急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者のあらかじめ指定する直近下位

者が代理の表示をして決裁することができる。

2前項の規定により代決した者は、事後速やかに、決裁権者に報告しなければならない。

（決裁文書の持回り）

第27条第20条第1項ただし書に該当し、かつ、特に至急に処理する必要があるときその他

特別の事由があるときは、その事案について十分説明できる職員に、決裁文書を持ち回っ

て、決裁を求めさせることができる。

（決裁年月日の記入）

第28条決裁が終わったときは、起案様式等の該当欄に決裁の年月日等を記入する。

（閣議書等の決裁手続の特例）

第29条閣議書等の起案者は、第20条第1項及び第21条の規定にかかわらず、所定の起案用

紙を用いて起案し、閣議件名簿に登録した後、決裁の手続をとる。

2 閣議書等に付与する記号は、第22条の規定にかかわらず、閣議書等記号表（別表第2）

により、番号は暦年ごとの一連番号による。

（人事文書の決裁手続の特例）

第30条前条に定めるもののほか、人事文書については、第21条及び第22条に定める手続に

よらないで決裁を求めることができる。

（再度決裁を経ない決裁終了後の決裁文書の修正の禁止）

第30条の2決裁文書の内容を決裁終了後に修正することは、これを行うための決裁文書を

起案し、改めて順次決裁（以下この条において「修正のための決裁」 という。 ）を受けな

ければ、行ってはならない。

2修正のための決裁には、当初の決裁文書からの修正の箇所及び内容並びに修正の理由を

記した資料を添付しなければならない。

3行政機関の意思決定の内容そのものが記載されている、直接的な決裁対象となる文書

（以下この条において「決裁対象文書」 という。 ）について修正を行った場合、その原本

は、修正のための決裁により修正が行われた後の決裁対象文書とする。



4修正のための決裁を行った場合、決裁対象文書のうち施行が必要な文書については、次

の各号に掲げる修正のための決裁が終了した時期の区分に応じて、当該各号に掲げる文書

番号及び施行日により施行するものとする。

（1） 当初の決裁対象文書の施行日前当初の決裁における文書番号及び施行日

（2） 当初の決裁対象文書の施行日以後修正のための決裁における文書番号及び施行日

5前項の規定にかかわらず、当初の決裁文書の本体ではなく、当該決裁の説明を行うため

に添付した資料のみを修正した場合、決裁対象文書のうち施行が必要な文書については、

当初の決裁における文書番号及び施行日により施行するものとする。

6修正の内容が、客観的に明白な計算違い、誤記、誤植又は脱字など軽微かつ明白な誤り

に係るものである場合には、第1項の規定にかかわらず、修正のための決裁に係る手続を、

内閣総務官が別に定めるところにより、簡素化することができる。

7第28条の規定による決裁年月日の記入、次条の規定による公印等の押印、法令番号又は

施行日を追記することその他決裁文書を施行するために必要な処理については、第1項に

いう決裁文書の内容の修正には当たらないものとする。

第4章文書の施行

（文書の施行）

第31条文書取扱主任は、原議を添えて、公印を管理する者から、浄書した施行文書に公印

（電子署名を含む。次項において同じ。 ）及び契印（省庁間電子文書交換システムによる

電子文書の送信の場合を除く。次項において同じ。 ）の押印を受ける。

2賞状、祝辞その他の施行文書で、部局の長が、公印又は契印の必要がないと認めるもの

は、前項の押印を受けない。

3電子署名を行うために必要な鍵情報等の管理に関する定めは、内閣総務官が別に定める。

（印影の印刷）

第32条公印の印影を印刷して押印に代えるときは、内閣総務官の承認を受けなければなら

ない。

（文書の送達）

第33条文書の送達は、使送、郵送、公文書交換センターを利用しての公文書の交換、省庁

間電子文書交換システム、電子メールシステム及びファクシミリによる。

2府省間における公文書の交換は、可能な限り省庁間電子文書交換システムにより行うよ

う努める。

3文書の送達事務は、文書取扱主任が行う。ただし、公文書交換センターを利用しての公

文書の交換による場合は、原則として文書受送主任が、文書取扱主任からこれを受けて行

う。

4電子メールシステム及びファクシミリにより文書の送達を行う場合は、前項の規定にか

かわらず、次の各号に定める者が行うことができる。

（1）電子メールシステムにより行う場合電子メールの発信者

（2）ファクシミリにより行う場合送信文書の担当者

5省庁間電子文書交換システムを利用する際使用するICカードの保管に関しては、内閣

官房公印規程（平成13年1月6日内閣総理大臣決定）第10条の規定を準用する。



第34条文書取扱主任は、文書を使送するときは、文書使送簿に所要の事項を記録し、受領

者の印を徴する。

2前条第3項ただし書の規定により送達するときは、文書使送票に所要の事項を記入し、

これを当該文書に添付して文書受送主任に委託する。

（発送後の記録）

第35条文書取扱主任は、決裁文書を発送したときは、決裁文書又は文書管理システム上の

該当欄に発送の年月日等を記入する。

（官報登載）

第36条官報登載を必要とする文書の決裁が終わったときは、部局の文書取扱主任は、決裁

文書にその原稿2部を添えて内閣総務官室官報報告担当者に送付する。

2官報報告担当者は、官報登載の手続を完了したときは、決裁文書をその部局の文書取扱

主任に返付する。

3主管部局の文書取扱主任は、第1項の原稿が官報に掲載されたときは、その内容を原議

と校合し、誤りがあった場合には、速やかに正誤表掲載の手続をとる。

第5章その他

（規則の特例）

第37条この規則に定めるもののほか、部局における事務処理の円滑化を図るため、特に必

要と認める場合には、当該部局の事務を掌理する者は、内閣総務官と協議の上、当該部局

の文書管理に関し、別に定めることができる。

附則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成24年2月10日から施行する｡

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成25年5月31日から施行する。
附則

この規則は、平成26年1月7日から施行する。

附則

この規則は、平成26年5月30日から施行する。

附則

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この規則は、平成26年12月10日から施行する。

附則

この規則は、平成27年1月9日から実施する。

附則（平成27年7月6日内閣総理大臣決定）

この規則は、決定の日から施行する。

附則



！

この規則は、平成27年9月17日から施行する。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

附則

この規則は、平成30年9月3日から施行する。

附則

この規則は、令和2年10月26日から施行する。

附則

この規則は､令和3年4月r日から施行する。

、

］

、



様式第1号

受付番号 受付月日 文書番号 件 名
発信者

受信者
主管部局 配布月日 受領印 ， 備 考



様式第2号

受付番号 文書番号 件 名 主管部局 受付月日 決裁月日
返 戻

(回付)月日
備 考



様式第3号

月 日 件 名 宛先 受領印 備 考



様式第4号

文書使送票（乙）

受領書

使送票

使送票

使送票

ｊ
ｊ
ｊ

甲
乙
丙

く
ｌ
く

は部局の原簿とする。
は内閣総務官室文書受送主任の使送確認用とする。
は受領書とする。

発信部局名

第 号 年 月 日

(宛先） 文書記号番号等 種別

確認 完結

発信部局名

第 号 年 月 日

(宛先） 文書記号番号等 種別

使送 確認

発信部局名

第 号 年 月 日

(受領部局・府省名)． 文書記号番号等 種別



様式第5号

第 号 (担当） 受付 月 日 保存期間 年

起案

決裁

施行

合議

合議

月 日

月 日

月 日

月 日

へ

月 日

へ

宛 先

発信者

（備考）

第 号’ (担当） 受付 月 日 保存期間 年

起案

決裁

施行

合議

合議

月 日

月 日

月 日

月 日

へ

月 日

へ

宛 先

発信者

(備考）

第 号’ (担当） 受付 月 日 保存期間 年

起案

決裁

施行

合議

合議

月 日

月 日

月 日

月 日

へ

月 日

へ

宛 先

発信者

(備考）

第 号 (担当） 受付 月 日 保存期間 年

起案

決裁

施行

合議

合議

月 日

月 日

月 日

月 日

へ

月 日

へ

宛 先

発信者

(備考）

第 号 (担当） 受付 月 日 保存期間 年

起案

決裁

施行

合議

合議

月 日

月 日

月 日

月 日

へ
．

月 日

へ

宛 先

発信者

(備考）



様式第6号

第 号
受付(起案）

月 日

文書番号 法 制 局

回 付 上 申

月 日 月 日

●●●●｡●●●●■●●●■●●■●●、■白●DC●●●■●●●●●●●●●●●●●､●●●●●●、●●●●｡●●●●●●●●●●●●e●●●●●●●●●e●●●●9,◆｡●●●●｡●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●、●●●●●■●●0●●●､、●｡●

●■●●官､●■■■■■■■●■■●■■■■■■■■｡■■●●■■●■●●●■■●●■●●■●●■■●●■●●■●●●●●■●●■●■■●●■■●■■●●■■●●■■●●■■●●■■●●●■●●●■●■■●●＆●●●■■●■●●■■●■●●●■●●●●●

■｡●●●①●■■●●■●●●■■●■■●●■●■●■■●■■｡●■■●●■●■●缶●●●●●＆■●ゆ●｡■■●●■の①｡●●■●●■■●■■●■■■●■■■●■●●■■●■●■■■●●■●＆■●●串■●●●●●■■●●■●●■■●■■■、■●●■●■■●

決定 了解 報告 （請議大臣）

経 過

法
律

月 日

第 号

政
令

月 日

第 号

条
約

月 日

第 号

月 日

第 号

上申 月 日 国 会 事 項

決裁 月 日 提 出 委員会 本会議

供覧 月 日 先議院
衆

月 日参 月’ 日可修 月 日可修

閣

議

決定

了解

報告

上奏

下付

認証

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

後議院
衆

月 日参

報 告 月 日

指 令 月 日

通 知

宛
先

月 日

月 日可修 月 日可修

特 記

引継 月 日|印’
記録

I■■■■■■■■■■■■■■■ ﾛ■■■■■■■ ■■■■■■■U■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■ ■■■■■■■

第 号
受付(起 案）

月 日

文書番号 法 制 局

回 付 上 申

月 日 月 日

■●■■■＆■■｡●■■●■■●●■■■●■■●●●■●｡■●●■●●｡■●●の■●｡●●●●●●●●●｡●●■●●e●●●●●●●●｡■●●●●●■■●｡､●●●●●●早●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●｡､●●●●●●●●●●●●●●●｡●●■●●●｡●

■ゆ■●、■■●●■●●■■●ゆ■■●●■●●■■●●■■●●。●●G●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ゆ凸●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･●●●､●

決定 了解 報告．
●●●●●●●●●●●G●●●●●q●●●●●●●●●●●●●q●●●●●●■●●●●●●｡●●O●●●●●●●●･●●●●●●O●①●●●●●Q●O●●●●●●●●●●●●Q●●●●●●●●●●●●●●Q●●

(請議大臣）

経 過

法
律

月 日

第 号

政
令

月 日

第 号

条
約

月 日

第 号

月 日

第 号

上申 月 日 国 会 事 項

決裁 月 日 提 出 委員会 本会議

供覧 月 日 先議院
飛

月 日参 月 日可修 月 日可修

閣
議

決定

了解

報告

上奏

下付

認証

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

後議院
衆

月 日参

報 告 月 日

指 令 月 日

通 知

宛
先

月 日

月 日可修 月 日可修

特 記

引継 月 日 印

記録



様式第7号

受領番号 受領月日 発 信 者 受 信 者 種別 配布月日 受領印 備 考



様式第8号

や

整理番号 受付月日 補正完了日 請求者 請求文書名 担当部局 合議部局 措置結果 備 考
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様式第9号

受領印
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ｌ
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別表第1

決裁文書記号表

記 号 部 局

閣総 内閣総務官室

閣安保 国家安全保障局

閣副 内閣官房副長官補

閣広 内閣広報室

閣情 内閣情報調査室

閣サ 内閣サイバーセキュリティセンター

閣人 内閣人事局



別表第2閣議書等記号表

注）上記記号欄の○○○は，国会の回次を記入する。

記号 区 分

内閣閣

内閣内

内閣復

内閣総

内閣法

内閣外

内閣財

内閣文

内閣厚

内閣農

内閣経

内閣国

内閣環

内閣防

内閣恩

内閣特恩

内閣衆

内閣参

内閣政

内閣裁

内閣会

内閣衆質

○○○

内閣参質

○○○

内閣人

内閣栄

内閣官房に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

内閣府に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

復興庁に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

総務省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

法務省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

外務省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

財務省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

文部科学省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

厚生労働省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

農林水産省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

経済産業省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

国土交通省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

環境省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

防衛省に関する閣議案件等（人事案件を除く｡）

恩赦に関するもの

特別恩赦に関するもの

衆議院に関する閣議案件等

参議院に関する閣議案件等

政党に関する閣議案件等

最高裁判所に関する閣議案件等

会計検査院に関する閣議案件等

衆議院からの質問主意書に関するもの

参議院からの質問主意書に関するもの

人事案件に関するもの

栄典に関するもの



別表第3

専 決 事 項

諸規程a
nに。 1－斗厚

勾閣総理大臣が定虻

（内閣官房長官の]項

濁議決定又は了解事
法令の規定に基づく

知、報告等及び関係

告等に対処する処這
雇長官の項第4号に

又は改暁

&､の券隙

加、
犬1藤

専決権者 番号 専 決 事 項

内閣官房長官 １

２
３
４
５
６
７
８
９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

閣議付議（閣議了解、閣議報告を求めるものを含む。 ）に関
する事項（所掌事務についての政策又は方針の決定、変更に
関するものを除く。 ）

内閣総理大臣が定める諸規程の制定又は改廃について重要と
認められる事項

法律案の提案理由の説明に関する事項（軽微なものを除
く。 ）

法令の規定に基づく関係行政機関等に対する協議、届出、通
知、報告等及び関係行政機関等からの協議、届出、通知、報
告等に対処する処理について特に重要と認められる事項

国会法（昭和22年法律第79号）第115条に基づく警察官の派
出に関する事項（国会召集の際のものを除く。 ）
昭和30年5月27日閣議決定により委任された国会法第75条に
基づく質問主意書の答弁延期に関する事項

祝辞、挨拶等の下付に関する事項（軽微なものを除く。 ）
政党からの申入れ等に関する書類の供覧に関する事項
各種審議会等の決議、要望、建議、意見書、勧告等の供覧に
関する事項（軽微なものを除く。 ）

国務大臣の兼職届の供覧に関する事項
課長相当官職以上の職員の任免に関する事項（内閣人事局の
所掌に属するものを除く。 ）

秘書官の任免に関する事項
予算及び決算の説明に関する事項
歳入､歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見
積りに関する書類の作製、送付等に関する事項
予定経費要求書等の作製、送付等に関する事項
補正予算、暫定予算要求書の作製、送付等に関する事項
各目明細書の作製､送付に関する事項
財政法（昭和22年法律第34号）第35条第2項に規定する予備
費の使用に関する調書の作製、送付等に関する事項
歳入、歳出、決算報告書、国の債務に関する計算書及び継続
費決算報告書に関する事項

会計検査院の検査報告に対する答弁又は措置に関する事項
会計に関係ある犯罪が発覚したときの通知又は報告に関する
事項

債権現在額報告書の作製、送付に関する事項
前各号に準ずる事項



4国会狂

房長僖

5国会荘
6 祝辞、

に掲け

7各種濯
再同一坐→

_15条に基づ‘

頁第5号に梶

70条に基づく

夢等の下付に

ものを除く。

会等の決議、
頁（内閣官戻

普祭‘目0

げるもの

発言通告
閏-d--ス車

倶

壽長官0

要望、建議、盾

長官の項第9－号

枳
騰
の
か
等
の
舌
戦
副
爲

8予算の配賦に関する事項

9毎四半期の予算使用状況及び国庫の状況の匡
報告並びに予算等の国民への報告に関する事
o国会、裁判所及び会計検査院の補正等に係る
積書の財務省への回付に関する事項（本予算

1広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等
に関する事項

2国会議員の当選通知及び欠員通知に関する事
3 衆議院議員の選挙区の所属についての通知に
4国会の承認又は議決を得たものの通知に関す
5法律案、条約及び政令の正誤に関する事項
6訴訟に関する事項（軽微なものを除く。 ）

7決算及び国有財産等の会計検査院及び財務省
る事項

8予算関係法律案の遅延理由の供覧に関する事
9 各府省からの提出法律案等の報告に関する事
0 各種会議の開催通知に関する事項（危機管理
情報通信技術の活用による国民の利便性の向
の改善に関するもの並びに軽微なものを除く

l閣議報告案件の供覧に関する事項
2職員の勤務評定実施規程等の改廃及び永年望
る事項
3宰長相当官職殿ぴ課長補佐相当官職の職員の

更び|玉l民へ0

歳入歳出予算院

を除く。 ）
の国令への報呰

）α
け廷

4課長相当官職以上の職員の俸給の決定に関する事項（内閣人

事局の所掌に属するものを除く。 ）

5内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官の俸給の決定に関す
る事項

6委託費、補助金等に関するもののうち重要と認められる事堰

7一般競争参加者の資格に関する事項

8指名競争参加者の資格及び指名基準に関する事項

9予算執行職員又は物品管理職員が故意又は重大な過失により
その義務に違反して国に損害を与えたと認められたときの弁

償命令及びその通知に関する事項

0現金、有価証券その他の財産を亡失したときの通知又は報告
に関する事項

1出納職員が現金を亡失し、国に損害を与えたときの弁償命令
に関する事項

2国の債権の徴収停止、内容の変更、免除等に関する一般的基
準の詔宗乃ぴ一件100万円以卜の#､のの個RII承認に閨する事

専決権者 番号 専 決 事 項



α
峡
く
疵
信

等
説
除
第
一
尾

朱
０
２

賞
由
の

○
浬
仏

吟

グ

壽官の項第16長

を除く。 ）

庁政機関o
室パワ-e-1 I

一る情報の公開に

t機関の保有する
萱第58号)に定めj
f行に関する事頃

-る決定又は裁決

ド政令の正誤の涯
､て採択され方諾

情報の保護
け鯉閨の幕0

畢携の

6不服申

7法律案
8請願（

覧及ひ
9 各種涯

0名義使

ものに

1係長相

2室長相

事局の

3幹部墹

認に資

4幹部候

掌に属

5幹部聯
‐ヨースザ．

以下の職員の任免に僕

以下の職員の俸給の決
属するものを除く。 ）

用等に係る標準職務遂
報の提出に関する事項

簿の提示の求めに関す

のを除く。 ）

免協議等に関する事項

辰
々
仁
永

０
２
員
の

専決権者 番号 専 決 事 項
33

34

35

36

37

38

歳入徴収官等が行う国の債権の管理に関する事務のうち徴収
停止、内容の変更、免除等に関する事項

国有財産の管理及び処分について重要と認められる事項（内
閣人事局の所掌に属するものを除く。 ）
国設宿舎の設置について重要と認められる事項（内閣人事局
の所掌に属するものを除く。 ）

任免協議に関する定めの制定及び改正に関することのうち軽
微なもの

特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第108号。以下
｢特定秘密保護法」 という。 ）に基づく内閣危機管理監、内
閣情報通信政策監及び各部局の事務を掌理する者の適性評価
に関する事項（内閣情報調査室総務部門の事務を整理する内
閣参事官及び内閣衛星情報センター管理部総務課長の項に掲
げるものを除く。 ）

前各号に準ずる事項

内閣危機管理監 1 危機管理に関する各種会議の開催通知に関する事項（軽微な

ものを除く。 ）

内閣情報通信政
策監

1 情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営
の改善に関する各種会議の開催通知に関する事項（軽微なも
のを除く。 ）



ヨ〃〕天

査委員の指定

収官、支出長

契約担当官、
定に基づく会
の詔居乃が所

朗
虐
口
工
一
日

ヨ、ヌ

昌種漣Ｅ
グ

専決権者 番号 専 決 事 項

６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１
２
２
２
２

国会の同意、議決又は指名に係る人事の各府省への通知並び

に国会への依頼及び発令通知に関する事項

国務大臣秘書官の旅行依頼に関する事項
兼業及び営利企業への就職の承認の申請に関する事項（内閣
人事局の所掌に属するものを除く。 ）

公用旅券の発給の請求に関する事項

勤勉手当に関する事項（内閣人事局の所掌に属するものを除
く。 ）

能率増進計画の決定に関する事項（内閣人事局の所掌に属す
るものを除く。 ）

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統
一的な運用を図るための基準（平成26年10月14日閣議決定。
以下「運用基準」という。 )V4(2)アに規定する通報者へ
の通知並びに内閣府独立公文書管理監への報告に関する事項

前各号に準ずる事項

内閣総務官の指

名する内閣参事
官

１
２
３
４
５
６
７
８
９

０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１

質問主意書の主管府省への回付に関する事項

国会において採択された請願の各府省への回付に関する事項

請願（前号の請願を除く。 ） 、陳情等の主管府省への回付に
関する事項

課長相当官職以上の官職への任用審査の申請に関する事項

任用候補者の提示の請求及びその選択結果の通知に関する事
項

給与の協議及び報告に関する事項（内閣人事局の所掌に属す
るものを除く。 ）

退職手当の通知に関する事項（内閣人事局の所掌に属するも
のを除く。 ）

恩給請求書類の進達及び恩給受給権者の身分異動の通知に関
する事項

人事統計報告に関する事項（内閣人事局の所掌に属するもの
を除く。 ）

職員の定年に係る通知に関する事項

関係行政機関等からの通知等（定例的又は軽微なものに限

る。 ）の供覧に関する事項

内閣総理大臣の海外出張に係る国会等への通知に関する事項

公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）第8条
第1項に基づく歴史公文書等の移管に関する事項

公文書等の管理に関する法律第8条第2項に基づく行政文書
ファイル等の廃棄に関する事項

前各号に準ずる事項



65号） 0及び全

三又に
B7R=

（昭才旧

職員の
の掲宋

伏昇

督墹

決算
事填

管葺

品管

府県
色土日

勾官宙等の検杳巨

n

|戦
｡ ｢丁令(Hf

吏の検査

又は吏員
寺!+1色

官
長
蘓
陛

理
の
行
か

型の歳入、歳出、歳入歳仕

行為の確認、契約（支出食

潅及び物品の管理に関する
る事項

え及び科目設置に関する事
ろ事項（内閣官房畠ll長官⑦

の移用、

費、補目
げスホ､〃

3支出長

1 支払α
フロオ耐7弾

慨
晦
〉
〈
』

畔
鋤

繰越明許費の翌年

繰越しに関する享

年度開始前の資金

前金払及び概算払

前渡資金の手持限

歳入歳出外の国庫

徴収及び支出総報

契約についての儲

監督及び検査の実

国の債権の管理に
掲げるものを除く

物品の分類に関す

物品の分類換及び

物品の不用決定の

物品の亡失又は損

物品管理法（昭和
に関する事項
物品増減及び現在

物品使用職員の弁

物品使用職員に対

物品の無償貸付及

ヨ有財産の管理及
第34号に掲げるも

認
乃

の細日

イ床I藤

受‘目の蝮
f､の穿隙

Ｉ
Ｄ
万
が
処
乃
ひ
の 7〕PlT雲

對する各種報告書
&､の穿除ぐ ｝

専決権者 番号 専 決 事 項



専決権者 番号 専 決 事 項

34

35

36

37

38

国設宿舎（公邸に限る。 ）の設置、維持及び管理に関する事
項（内閣官房副長官の項第35号に掲げるもの及び内閣人事局
の所掌に属するものを除く。 ）

営繕に関する事項

安全管理に関する事項

電話に関する事項

前各号に準ずる事項

厚生を担当する

内閣参事官 １
２
３
４
５

保健に関する事項（内閣人事局の所掌に属するものを除
く。 ）

レクリエーションに関する事項（内閣人事局の所掌に属する

ものを除く。 ）

厚生に関する事項（内閣人事局の所掌に属するものを除
く。 ）

国設宿舎の設置、維持及び管理に関する事項（内閣官房副長
官の項第35号及び会計を担当する内閣参事官の項第34号に掲
げるもの並びに内閣人事局の所掌に属する事務を除く。 ）

児童手当に関する事項（児童手当の認定に関する事項を除
く。 ）

各部局の事務を
掌理する者

１

２
３
４

各種会議の開催通知に関する事項（内閣官房副長官の項第20
号、内閣危機管理監の項第1号及び内閣情報通信政策監の項
第1号に掲げるものを除く。 ）

法令の規定に基づく関係行政機関等に対する協議、届出、通
知、報告等及び関係行政機関等からの協議、届出、通知、報
告等に対処する処理に関する事項（他の専決事項欄に掲げる
ものを除く。 ）

特定秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律施行令（平成
26年政令第336号。以下「特定秘密保護法施行令」 とい
ｰ

フ 0 ）及び運用基準に定める行政機関の長の権限又は事務の
行使又は遂行に関する事項（特定秘密の指定、指定の有効期
間の設定及び延長、指定の解除、特定秘密の取扱いの業務を
行わせる職員の範囲の決定、適性評価に係る権限及び事務の
委任に関する事項並びに運用基準V3(2)ウ及びV4(2)/r(力）
に規定する内閣府独立公文書管理監への理由の疎明並びに内
閣官房特定秘密保護規程（平成26年12月9日内閣総理大臣決
定）第40条第2項に規定する特定秘密文書等の廃棄をする場
合における承認並びに内閣官房副長官の項第37号、内閣総務
官の項第22号、内閣情報官の項、内閣情報調査室総務部門の
事務を整理する内閣参事官及び内閣衛星情報センター管理部

総務課長の項並びに各部局の特定秘密の保護に関する業務の
管理を補助する内閣参事官及び内閣衛星情報センター管理部

総務課長の項に掲げるものを除く。 ）

前各号に準ずる事項



反方余＋のイp･､酊凡牛老亨0α
耐
長
室

『
可
人

の芳需＋のイ暦Ⅲ酊胎

人事政策緬従

120号）及び《

の聴取に関す

法第18条の2

種類並びに採

準職務遂行能

係る特例及ひ

の適用を受け

数の設定及ひ
ムヒ寺 「言叫＝

目のIﾂT旱

,れに基・

る事項

第1項の
弔試験に
指 j秀Z届

色色｡十･f*1手

院への意

4国家公務
象官職及

る事務、

の任用等

定職俸給
務の級の

評価、研
関する事

5国家公務
人事管理

な総合諦

6国家公務
ことの管

7国家公務
び保管に

8国家公務
造Iァさ割．‐ﾖー

現定に基こ

より確保す

昇任等基本
育成課程に
号俸の決定

する事務並
隈職管理砦

談の
、一目E

幹部陥
宝藤

の人
宝謬

づく国家全
の綜一俣鴬

争
亜
の

ｏ
第
亜

す
法
訴

第4項の規定

萱に関する享
昔等の状況a録0

専決権者 番号 専 決 事 項

内閣情報官 1

2

特定秘密保護法に基づく適性評価に関する事項（適性評価に
係る権限及び事務の委任に関する事項並びに内閣官房副長官
の項第37号、内閣情報調査室総務部門の事務を整理する内閣
参事官及び内閣衛星情報センター管理部総務課長の項及び特
定秘密の保護に関する業務の管理を補助する内閣参事官及び
内閣衛星情報センター管理部総務課長の項に掲げるものを除
く。 ）

運用基準V3(2)ア(ｱ)に規定する提出に関する事項並びにV
3(2)ア(ｲ)及びV5(1)アに規定する報告に関する事項

内閣人事局長 １
２
３
４
５
６
７
８
９

10

内閣人事局所管の法令の解釈及び運用に関する文書

人事院に対する人事院規則の制定、改廃の要請に関する事項

職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力を有す
ることの確認に関する内閣官房長官の定めの制定又は改正に
関する事項のうち軽微なもの

適格性審査及び幹部候補者名簿の作成に関する事項（重要な
ものを除く。 ）

幹部候補者名簿の提示に関する事項（重要なものを除く。 ）

能率増進計画の実施に関する事項（内閣人事局長の指名する
人事政策統括官の項第32号に掲げるものを除く。 ）

指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定に関する事項

職務の級の定数の設定及び改定に関する事項

各年度の統一審査
前各号に準ずる事項



7)才〒i酌.鯉匪基づき、化

該機閨の長

軍用の改垂

任用の円滑な実施

要な調整に関する

理職員、幹部候補
供の求めに関する

員、管理職員、幹
報の適正な管理に
課程の運用の改善

る管理職へα

報提供等の必

幹部職員、管

する情報の携

された幹部墹

事に関する‘情

幹部候補育威
関する事項

対象者の任命
めの仔命権者

仇
壺
手
圭
自
室

y)0

H1」1注ゴロV皇

任命権者
象者等の

任命権者
課程対象

各大臣等

要な措置

幹部候椎
の円滑な

調整に震

研修によ

研修によ

る適切な
職員の研

内閣総瑳
立及び実

内閣総垂
古･B7R宝

一
月
津
守
グ

>狼Ⅸ）IL

戎課程

施のた

る事頓

職員の

職員の
砦b－RF

０
１
へ
の
職
竺

弓
辻
一

α
長
庁
長
作

倶
画
の
各
の
的

到の涌

百

田1 麻

努員
こ陸

7号）又は匡
室1 14具－1 〃、

隣
譽
墨
亜

4定年に関する事務の調整等に関する事項

5俸給の減額改定により生じた俸給の差額について、当該差穰
分を支給する法令等の適用を受けた場合に退職手当法上の俸
給月額に当該差額分を含むこととする減額改定の指定に関す
る事項
6国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）の適用を受
ける非常勤職員に関する決定に関する事項

7国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第215号）第6
条第1項に規定する内閣総理大臣の指定に関する事項
8国家公務員退職手当法施行令第6条の2第2号に規定する内
閣総理大臣の定める職務に従事する職員に関する決定に関す
る事項

9各省各庁の長が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の
運営に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事項

0能率増進計画の実施に関する事項（国家公務員健康増進等基
本計画実施状況報告等に限る。 ）

1能率増進計画の樹立及び実施に関する総合的企画並びに関係
省庁に対する調薬及び驍視に関する事項

専決権者 番号 専 決 事 項



専決権者 番号 専 決 事 項
32

33

34

35

36

37

38

能率の発揮及び増進に関する調査研究に関する事項

能率の発揮及び増進に関する適切な方策の実施に関する事項

勤務成績に係る表彰及び矯正方法の立案及び適正な措置の実
施に関する事項

国と民間企業との間の人事交流に関する基本方針に基づいて
各行政機関が行う人事交流の統一保持上必要な総合調整に関
する事項

国と民間企業との間の人事交流に関する制度の円滑かつ効果
的な運用を確保するための方策に関する調査研究及び必要な

措置の実施に関する事項

国と民間企業との間の人事交流に関する交流基準についての

人事院への意見に関する事項

前各号に準ずる事項

各部局の特定秘

密の保護に関す

る業務の管理を

補助する内閣参
事官及び内閣衛
星情報センター
管理部総務課長

1 特定秘密保護法第13条第2項に規定する適合事業者への通知
に関する事項

,

内閣情報調査室

総務部門の事務
を整理する内閣

参事官及び内閣
衛星情報セン

ター管理部総務

課長

１
２
３
４
５

特定秘密保護法第12条第3項に規定する評価対象者に対する
適性評価の実施の告知に関する事項

特定秘密保護法第12条第4項に規定する適性評価の調査のた
めの公務所又は公私の団体への照会に関する事項

運用基準Ⅳ5(6)ウに規定する適性評価の手続が中止された

場合の評価対象者への通知に関する事項

特定秘密保護法第13条第1項及び第4項に規定する評価対象
者への適性評価の結果等の通知に関する事項

特定秘密保護法第14条第2項に規定する苦情処理結果の通知
に関する事項


